
   四街道市犯罪被害者等支援条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、四街道市犯罪被害者等支援条例（令和５年条例第 号。以下「条例」 

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （用語） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

 （見舞金の種類及び対象者） 

第３条 条例第７条に規定する見舞金の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ

当該各号に定める者に対して支給するものとする。 

 ⑴ 遺族見舞金 犯罪行為等により死亡した者の第１順位遺族（次条第３項の規定によ

る第１順位の遺族（当該犯罪行為等が行われた時に市民であったものに限る。）をい

う。以下同じ。） 

 ⑵ 傷害見舞金 犯罪行為等により傷害（医師の診断により全治１月以上の加療を要す

るものに限る。以下同じ。）を受けた者（当該犯罪行為等が行われた時に市民であっ

たものに限る。） 

２ 前項に規定する者のほか、市長が特に必要と認めたときは、見舞金を支給することが

できる。 

 （遺族の範囲及び順位） 

第４条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡の時において、次

の各号のいずれかに該当する者とする。 

 ⑴ 被害者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあっ

た者を含む。） 

 ⑵ 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟

姉妹 

 ⑶ 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

２ 被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用に

ついては、その子は、その母が被害者の死亡の当時被害者の収入によって生計を維持し

ていたときにあっては同項第２号の子と、その他のときにあっては同項第３号の子とみ

なす。 

３ 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第１項各号の順序とし、同項第２号及

び第３号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。この場

合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、

養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母

を後にする。 

 （見舞金の支給制限） 



第５条 市長は、次の各号に掲げるときは、見舞金の支給をしないものとする。 

 ⑴ 犯罪行為等が行われた時において、被害者又は第１順位遺族（第１順位遺族が２人

以上あるときは、そのいずれかの者。以下同じ。）と加害者との間に次のいずれかに

該当する関係があったとき。 

  ア 夫婦（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を

含む。） 

  イ 直系血族（親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と

同様の事情にあった場合を含む。） 

  ウ ３親等内の親族 

  エ 同居の親族 

 ⑵ 犯罪行為等による被害について、被害者又は第１順位遺族に次のいずれかに該当す

る行為があったとき。 

  ア 当該犯罪行為等を教唆し、又は幇助する行為 

  イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為等を誘発する行為 

  ウ 当該犯罪行為等に関連する著しく不正な行為 

 ⑶ 被害者又は第１順位遺族に次のいずれかに該当する事由があるとき。 

  ア 当該犯罪行為等を容認していたこと。 

  イ 当該犯罪行為等に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接

な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。 

  ウ 四街道市暴力団排除条例（平成２４年条例第２号）第２条第３号に規定する暴力

団員等であること。 

  エ 当該犯罪行為等につき、他の市区町村から見舞金と同種のものの支給を受けてい

たこと。 

 （見舞金の額） 

第６条 傷害見舞金の額は、次の各号に掲げる傷害の程度の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める額とする。 

 ⑴ 全治１月以上３月未満 ５０，０００円 

 ⑵ 全治３月以上 １００，０００円 

２ 遺族見舞金の額は、３００，０００円とする。 

３ 遺族見舞金の支給を受ける同順位の遺族が２人以上ある場合における各人の遺族見舞 

金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額をその人数で除して得た額とする。 

４ 既に傷害見舞金の支給を受けた被害者が当該傷害見舞金の支給の原因となった犯罪行

為等により死亡した場合における遺族見舞金の額については、当該傷害見舞金と遺族見

舞金の差額とする。 

 （見舞金の支給の申請） 

第７条 見舞金の支給の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる見舞金の種類の区分



に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 遺族見舞金 遺族見舞金支給申請書兼請求書（様式第１号）及び次に掲げる書類 

  ア 被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該被害者の死亡の事実及び死亡の年

月日を証明することができる書類 

  イ 申請者と被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書 

  ウ その他市長が必要と認める書類 

 ⑵ 傷害見舞金 傷害見舞金支給申請書兼請求書（様式第２号）及び次に掲げる書類 

  ア 被害者の傷害の状態及び加療を要する日数に関する医師の診断書 

  イ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、犯罪行為等による被害の発生を知った日から２年を経過し

たとき又は犯罪行為等による被害が発生した日から７年を経過したときは、申請するこ

とができない。 

 （見舞金の支給の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、 

見舞金支給審査結果決定通知書（様式第３号）により当該申請をした者に通知するもの

とする。 

２ 市長は、前項の規定により支給する旨の決定をしたときは、速やかに見舞金を支給す

るものとする。 

（家事援助費用の助成を受けることができるサービス及び対象者） 

第９条 条例第８条に規定する家事援助費用の助成を受けることができるサービスは、次

の各号に掲げるものとする。 

 ⑴ 調理 

 ⑵ 衣類の洗濯 

 ⑶ 住宅の掃除及び整理整頓 

 ⑷ 生活必需品の買い物 

 ⑸ 通院等の介助 

 ⑹ その他市長が必要と認める家事援助 

２ 前項各号に掲げるサービスは、家事援助に係るサービスを提供する事業者が派遣する

ヘルパー等により実施されるものとする。ただし、前項第１号から第３号までに掲げる

サービスについては、犯罪被害者等の居宅において実施されるものに限る。 

３ 家事援助費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、家事援助費用を負担する

者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 ⑴ 犯罪行為等により、死亡した被害者である市民の遺族であって、当該犯罪発生時に

当該被害者と同居していたもの 

 ⑵ 犯罪行為等により、傷害を負った被害者である者 

 ⑶ 犯罪行為等により、傷害を負った被害者である者の配偶者又は扶養義務者であって、 



当該犯罪発生時に当該被害者と同居していたもので、助成に係る期間において同居し

ているもの 

 ⑷ 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

 （家事援助費用の助成の額） 

第１０条 家事援助費用の助成の額は、５０，０００円を限度とする。 

 （家事援助費用の助成の申請） 

第１１条 家事援助費用の助成の申請をしようとする者は、家事援助費用助成申請書兼請 

求書（様式第４号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 家事援助費用を支払ったことを証明する書類  

 ⑵ 利用した家事援助の内容や期間等を確認できる書類 

 ⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、一の犯罪行為等の被害につき１回限りとする。 

３ 第１項の規定による申請は、当該犯罪行為等による被害が発生した日から１年を経過

したときは、申請することができない。 

 （家事援助費用の助成の決定） 

第１２条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに助成の可否を決定し、 

家事援助費用助成審査結果決定通知書（様式第５号）により当該申請をした者に通知す

るものとする。 

２ 市長は、前項の規定により助成する旨の決定をしたときは、速やかに助成金を支給す

るものとする。 

 （裁判手続に係る旅費等の支給の額） 

第１３条 条例第９条に規定する裁判手続に係る旅費等の支給の額は、１日当たり

２，５００円とし、５０，０００円を限度とする。 

 （裁判手続に係る旅費等の支給申請） 

第１４条 裁判手続に係る旅費等の支給の申請をしようとする者は、裁判手続に係る旅費

等支給申請書兼請求書（様式第６号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

 ⑴ 公判期日等に出席又は傍聴したことを証明する書類 

 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、一の犯罪行為等の被害につき１回限りとする。 

 （旅費等の支給の決定） 

第１５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、 

裁判手続に係る旅費等支給審査結果決定通知書（様式第７号）により当該申請をした者

に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により支給する旨の決定をしたときは、速やかに旅費等を支給す

るものとする。 



 （転居費用の助成の額） 

第１６条 条例第１０条に規定する転居費用の助成の額は、引越に係る運送費用（引越事

業者に支払ったものに限る。）、荷造り等のサービスに係る費用（引越事業者に支払っ

たものに限る。）及びその他市長が転居のために必要と認める費用の合計額とし、

２００，０００円を限度とする。 

 （転居費用の助成の申請） 

第１７条 転居費用の助成の申請をしようとする者は、転居費用助成申請書兼請求書（様

式第８号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 転居費用を支払ったことを証明する書類 

 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、一の犯罪行為等の被害につき１回限りとする。 

３ 第１項の規定による申請は、当該犯罪行為等による被害が発生した日から１年を経過

したときは、申請することができない。 

 （転居費用の助成の決定） 

第１８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに助成の可否を決定し、 

転居費用助成審査結果決定通知書（様式第９号）により当該申請をした者に通知するも

のとする。 

２ 市長は、前項の規定により助成する旨の決定をしたときは、速やかに助成金を支給す

るものとする。 

 （見舞金等の返還） 

第１９条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給、家事援助費用の助成、裁 

判手続に係る旅費等の支給若しくは転居費用の助成（以下「見舞金の支給等」という。） 

を受けた者があるとき、又は見舞金の支給等を行った後において第５条各号のいずれか

に該当することが判明したときは、支給した見舞金、助成金又は旅費等を返還させるも

のとする。 

 （照会） 

第２０条 市長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、警察その他の関係

機関等に照会することができる。 

 （補則） 

第２１条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この規則は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為等による被害について適用す

る。 


